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第１章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画について 

 

（１）策定の背景 

ポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」という。）は、化学的に安定している、熱に

より分解しにくい、絶縁性が良い、不燃性であるなどの性質を有し、熱媒体、トラン

ス及びコンデンサ用の絶縁油、感圧複写紙（ノンカーボン紙）など、幅広い分野で使

用されてきた。しかし昭和４３年に食用油の製造過程で熱媒体として使用されていた

ＰＣＢが食用油に混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件が起きた。その後、

様々な生物や母乳等からも検出され、ＰＣＢによる汚染が大きな社会問題となった。 

 

このため、国は、昭和４７年にＰＣＢを使用する製品の生産中止を製造会社に要請

し、ＰＣＢの製造会社に対して熱媒体用ＰＣＢの回収を指示した。当時、高砂市にお

いてＰＣＢを製造していた鐘淵化学工業㈱高砂工業所（現：㈱カネカ高砂工業所）は、

ＰＣＢの生産を中止するとともに各地から液状廃ＰＣＢの回収を行い、5,541ｔを保管

した。しかしながら、その後、国による魚介類のＰＣＢ汚染状況の公表等により、漁

業関係者は深刻な影響を受ける事態に至った。 

 

このような状況を鑑み、県においては、昭和４８年１２月、ＰＣＢによる環境汚染

の防止と県民の健康保護のため、｢ポリ塩化ビフエニール（ＰＣＢ）等の取扱いの規制

に関する条例｣を全国で初めて制定した。この条例に基づき、ＰＣＢ又はＰＣＢ使用製

品を使用し、又は保有している者に対してその届出及び保管基準の遵守についてこれ

まで指導を実施してきている。 
 

一方、昭和６０年６月、県及び高砂市は、鐘淵化学工業㈱高砂工業所に集められた

液状廃ＰＣＢが地震等により流出する災害を未然に防止するため、国に対してＰＣＢ

の安全な処理方法の確立を要請した。国は、同年１２月、液状廃ＰＣＢ高温熱分解処

理試験を実施し、安全性を確認した。県はこの結果を受けて、鐘淵化学工業㈱による

ＰＣＢの高温熱分解処理を認め、同社は高砂工業所内において、県、市、地域住民の

監視のもと、昭和６２年１１月から平成元年１２月にかけて高温熱分解処理により国

内で初めてＰＣＢ約 5,500 トンを処理した。 

 

しかし、その後、ＰＣＢ廃棄物は、事業者による保管が継続し、紛失や漏出等によ

る汚染が全国的に懸念される状況となってきている。このため、国は、平成１３年６

月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」（以下「特

別措置法」という。）を制定し、保管事業者に対して平成２８年７月までのＰＣＢの

適正処理を義務付けるとともに、環境事業団（現：日本環境安全事業㈱）を活用した

処理施設設置等に向けての体制整備を図ることとした。 

近畿地域では、日本環境安全事業㈱による大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業において、近

畿２府４県に存する高圧トランス及び高圧コンデンサ並びにＰＣＢ及びＰＣＢを含む
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油が廃棄物となったものを処理することとしている。 
県は、この度、大阪ＰＣＢ処理事業において県内のＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な

処理を計画的に推進し、生活環境の保全と県民の健康保護を図るため、「兵庫県ポリ

塩化ビフェニル廃棄物処理計画（以下「処理計画」という）」を策定する。 
 

（２）目的 

この処理計画は、特別措置法第７条の規定に基づき、国が策定した「ポリ塩化ビフ

ェニル廃棄物処理基本計画」に即し策定するものであり、本県のＰＣＢ廃棄物の処理

を総合的かつ計画的に実施する具体的な方策を明らかにし、確実かつ適正なＰＣＢ廃

棄物の処理の推進を図ることを目的とする。 

 

（３）基本方針 

本処理計画は、国の基本計画、日本環境安全事業㈱によるＰＣＢ廃棄物処理体制の

整備状況等に基づき、次の事項を基本方針とする。 

① 本県に保管されているＰＣＢ廃棄物及び現在使用中で平成２８年７月までに発生

が見込まれる全てのＰＣＢ廃棄物を平成２８年７月までに処分する。 

② 次のＰＣＢ廃棄物は、事業者が自社処理するものを除き、日本環境安全事業㈱が実

施する大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業において処理を行う。 

・ポリ塩化ビフェニルを使用した高圧トランス及び高圧コンデンサ並びにこれらと

同程度の大型の電気機器が廃棄物となったもの 

・廃ＰＣＢ及びＰＣＢを含む廃油 

③ ＰＣＢを含む柱上トランス又はその柱上トランスから抜き取った絶縁油について

は、これらを保有する電力会社の処理施設で処理を行う。 

④ ②及び③に定めるもの以外のＰＣＢ廃棄物については、今後、日本環境安全事業㈱

が整備するＰＣＢ汚染物等の拠点的広域処理施設において処理を行う。 

⑤ 国が策定した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集・運搬ガイドライン」に基づく安全

で効率的な収集運搬体制を構築する。 

 

なお、処理計画は、５年ごとに見直しを行うほか、ＰＣＢの処理体制の整備情況を

勘案して必要な見直しを行うこととする。 
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第２章 ＰＣＢ廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み 

 

（１）現状 

① 保管量 

ＰＣＢ廃棄物とは、特別措置法第２条で「ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニ

ルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入さ

れた物が廃棄物となったもの」とされている。また、これらＰＣＢ廃棄物を保管する

事業者は、特別措置法第８条の規定により、毎年度末の保管状況等を６月末までに都

道府県知事又は保健所設置市※長に届け出ることが義務づけられている。（※保健所

設置市…兵庫県内では神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市が該当） 

兵庫県及び県内の保健所設置市に届出された平成１５年３月３１日現在のＰＣＢ

廃棄物の種類別の保管状況は、表－１のとおりである。なお、表－１には、平成１５

年３月３１日現在の全国における保管状況も参考に示した。 

  

表－１．ＰＣＢ廃棄物の保管状況                  （H15.3.31 現在） 

兵庫県（保健所設置市含む） （参考）全国  

廃棄物の種類 保管事業場数 保管量 保管事業場数 保管量 

高圧トランス 90 391 台 2,162 15,430 台

高圧コンデンサ 2,332 15,328 台 43,586 240,002 台

低圧トランス 29 309 台 401 34,679 台

低圧コンデンサ 187 47,368 台 3,295 1,796,644 台

柱上トランス 3 42,200 台 142 1,974,106 台

安定器 459 128,638 台 11,944 5,099,425 台

廃ＰＣＢ 28 2,959 kg 202 93,000 kg

ＰＣＢを含む廃油 51 58,839 kg 785 175,244,000 kg

感圧複写紙 25 25,542 kg 395 722,000 kg

ウエス 40 14,222 kg 650 185,000 kg

汚泥 25 1,397,378 kg 171 19,611,000 kg

その他機器 60 771 台 1,505 97,186 台

その他汚染物 36 26,087 kg － －

注）県内で保管されている柱上トランスは、全て内部の油が抜き取られた柱上トランス容器である。抜き取られた油は

県外で保管されている。 

 

 

② 使用量 

保管事業者から届け出のあった平成１５年３月３１日現在のＰＣＢ使用製品の種

類別の使用量は表－２のとおりである。 
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表－２．ＰＣＢ使用製品の使用状況                  （H15.3.31 現在） 

 兵庫県（保健所設置市含む） （参考）全国 

使用製品の種類 使用事業場数 使用量 使用事業場数 使用量 

高圧トランス 29 110 台 557 2,377 台

高圧コンデンサ 276 1,781 台 8,046 30,190 台

低圧トランス 3 90 台 58 838 台

低圧コンデンサ 14 453 台 277 41,505 台

柱上トランス 1 110,000 台 7 1,879,900 台

安定器 39 13,768 台 2,019 557,929 台

ＰＣＢ 1 1g 17 76kg

ＰＣＢを含む油 0 0kg 14 18kg

その他機器 4 58 台 335 8,175 台

注）｢使用量｣とは、電機機器等の電路に付設されているもの、試薬として試験研究機関等で使用されているものの量で

ある。 

  柱上トランスの量は、近畿２府４県に存在する量である。 

 

（２）平成２８年７月までのＰＣＢ廃棄物の保管量、発生量及び処分量の見込み 

現在使用中のＰＣＢ使用製品は、特別措置法に基づく処理期限である平成２

８年７月までに順次使用が中止され、ＰＣＢ廃棄物として新たに発生すること

が見込まれる。したがって、ＰＣＢ廃棄物の処分量は、使用量と保管量の合計

量と見込むものとする。ＰＣＢ廃棄物の種類ごとの保管量、発生量及び処分量の

見込みは次のとおりとなる。 

 

（Ⅰ）高圧トランス等、廃ＰＣＢ等 

ＰＣＢを使用した高圧トランス及び高圧コンデンサ並びにこれらと同程度の大型

電気機器が廃棄物となったもの（以下「高圧トランス等」という。）、廃ＰＣＢ及

びＰＣＢを含む廃油（以下「廃ＰＣＢ等」という。）については、日本環境安全事

業㈱が実施する大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業において処理されることとなっている。

この事業の処理期限である平成２７年３月までの保管量、発生量及び処分量につい

ては、日本環境安全事業㈱が実施する大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業の事業計画に基づ

き、表－３のとおり見込むこととする。 

 

表－３ 高圧トランス等、廃ＰＣＢ等の処分量の見込み 

廃棄物の種類 保管量 発生量（使用量） 処分量の見込み 
高圧トランス 391 台 110 台 501 台 
高圧コンデンサ 15,328 台 1,781 台 17,109 台 
廃ＰＣＢ 2,959 kg 1 g 2,959 kg 
ＰＣＢを含む廃油 58,839 kg 0 kg 58,839 kg 
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（Ⅱ）柱上トランス 

関西電力株式会社は、再生絶縁油を使用した柱上トランスの一部に微量のＰＣＢ

の混入が確認されて以降、使用を終えた柱上トランスについて、絶縁油を本体から

抽出し、この絶縁油と柱上トランスケースを分離保管している。                 

県内においても、この柱上トランスケースを 42,200 台保管している。 
       一方、同社は、近畿２府４県において、ＰＣＢの混入の可能性がある柱上トラン

スを現在約１１万台使用している。 
関西電力株式会社は、平成２８年７月までの、近畿２府４県における柱上トラン

スの処分量について、保管しているもの及び使用しているもの合わせて約２４万台

と推測している。 
 

（Ⅲ）その他のＰＣＢ廃棄物 

（Ⅰ）、（Ⅱ）に掲げるもの以外のＰＣＢ廃棄物として、低圧トランス、低圧コ

ンデンサのうち小型のもの、安定器等の小型の電気機器が廃棄物になったもの、感

圧複写紙及びウエス等のＰＣＢ汚染物並びに汚泥（以下「ＰＣＢ汚染物等」という。）

がある。平成２８年７月までのこれらのＰＣＢ廃棄物の保管量、発生量及び処分量

については、今後の処理体制の整備状況等に鑑み、表－４のとおり見込むこととす

る。 

 

表－４ ＰＣＢ汚染物等の処分量の見込み 

廃棄物種類 保管量 発生量（使用量） 処分量見込み 
低圧トランス 309 台 90 台 399 台 
低圧コンデンサ 47,368 台 453 台 47,821 台 
安定器 128,638 台 13,768 台 142,406 台 
感圧複写紙 25,542 kg 0 kg 25,542 kg 
ウエス 14,222 kg 0 kg 14,222 kg 
汚泥 1,397,378 kg 0 kg 1,397,378 kg 
その他機器 771 台 58 台 829 台 
その他汚染物 26,087 kg 0 kg 26,087 kg 
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第３章 ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するために必要な体制に

関する事項 

 

（１）ＰＣＢ廃棄物の処理の体制 

① 日本環境安全事業㈱による大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業 

国は、日本環境安全事業㈱を活用したＰＣＢ廃棄物の拠点的な広域処理施設の整備

を進めてきており、平成１５年２月１９日に大阪市における大阪ＰＣＢ廃棄物処理事

業を認可した。 

大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業は、平成１８年８月にＰＣＢ廃棄物の処理を開始する予

定であり、平成１９年度末を目途に大阪市内のＰＣＢ廃棄物を先行処理し、その後に

近畿２府４県のＰＣＢ廃棄物を処理する計画である。 

 

<大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業の事業実施計画概要> 
 

ア）処理の計画  

    滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内に存するＰ

ＣＢ廃棄物を処理し、これに含まれるＰＣＢを分解する。 

イ）事業を実施する場所 

大阪府大阪市此花区北港白津２丁目 

ウ）処理施設の設置計画 

    処理対象物：高圧トランス及び高圧コンデンサ並びにそれらと同等以上の大

きさを有する形状の電気機器並びにＰＣＢ及びＰＣＢを含む油がＰＣＢ廃棄物

となったもの 

    処理能力：約２トン／日（ＰＣＢ分解量） 

    処理方法：化学処理 

エ）事業の時期 

    処理の開始の予定時期  平成１８年８月 

    処理の完了の予定時期  平成２７年３月 

オ）その他事業に関する重要事項 

 本事業の実施にあたっては、処理の安全性を確保するとともに、積極的に情

報公開を行う。 

 処理を行うにあたっては、大阪市の区域内に存するＰＣＢ廃棄物を優先して

処理する。 
 

      
 

② 電力会社による処理 

関西電力株式会社は、微量のＰＣＢが混入している柱上トランスを処理するため、

大阪市内にＰＣＢ廃棄物処理施設を設置した。 

同社は、平成１５年度から、本施設において抜き取った絶縁油中のＰＣＢを化学分

解処理するとともに、柱上トランスケースを洗浄処理し再資源化を図っている。 
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＜関西電力のＰＣＢ廃棄物処理施設の概要＞ 

施設名称 柱上変圧器資源リサイクルセンター 

設置場所 大阪市此花区梅町１丁目１番１１号 

敷地面積 約９,０００ｍ３ 

処理対象 関西電力株式会社の保有する微量のＰＣＢが混入した柱上トランスの絶

縁油とケース 

  施設構成 

 絶縁油リサイクル施設 柱上トランスケースリサイクル施設

処理方法 

 

脱塩素化分解法[有機アルカリ金

属分解法（ｔ－ＢｕＯＫ法）]を用

いて絶縁油中のＰＣＢを分解 

温水ジェットプラス溶剤洗浄法 

（柱上トランスに付着したＰＣＢを

除去） 

稼動時間 ２４時間連続運転 昼間８時間運転 

処理能力 約３６ｋｌ/日 約９６台/日 

運転開始時期 平成１５年１１月 平成１６年１月 

 

 

③ ＰＣＢ汚染物等の処理 

日本環境安全事業㈱が、大阪ＰＣＢ処理事業で処理を行う品目以外の低圧トランス、

低圧コンデンサや安定器、感圧複写紙、ウエス等のＰＣＢ汚染物等については、現在、

国が整備する処理施設において広域的な処理を行う検討が進められているところで

ある。県は、他府県等との連携のもと、ＰＣＢ汚染物等の処理について積極的に推進

するものとする。 
 

（２）ＰＣＢ廃棄物の処理の体制の確保のための方策 

国においては、収集運搬を行う者による安全かつ効率的なＰＣＢ廃棄物の収集運搬

を確保できるよう必要な技術事項を｢ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集・運搬ガイドライ

ン｣（以下｢ガイドライン｣という。）として策定した。 

県・保健所設置市は、このガイドラインの遵守指導を行うことにより、ＰＣＢ廃棄

物の収集運搬の安全性の確保に努める。さらに、大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業の処理体

制を確保するための計画的な収集運搬体制を構築する。 

 

① 収集運搬の安全性の確保 

ア）保管事業者・収集運搬業者に対するガイドラインの遵守指導 

県・保健所設置市は、ＰＣＢ廃棄物の保管事業者や収集運搬事業者を対象に、

積込み・積下し等収集運搬の各段階におけるＰＣＢ廃棄物の取り扱いに係る留意

事項等を定めたガイドラインを周知する。 

また、大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業への収集運搬に当たっては、このガイドライ

ンに基づき保管場所での積込みから処理施設での積下しまで、運行が安全に行わ

れるよう収集運搬業者を指導し、安全性の確保に努める。 
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イ）廃棄物処理法等に基づく立入指導 

県・保健所設置市は、保管事業者のＰＣＢ廃棄物が収集運搬中に漏洩すること

を防止するため、保管事業者に対して廃棄物処理法に基づき立入検査を実施し、

保管状態を把握する。また、収集運搬を行う者が収集運搬中の漏洩防止のために

必要な措置を実施するよう立入検査を行い、適正な指導を行う。 

 

② 計画的な収集運搬体制の整備 

県内には少量のＰＣＢ廃棄物を保管する事業者が多数存在し、ＰＣＢ廃棄物の種類

が多岐にわたっている。さらに、大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業は、ＰＣＢ廃棄物を平準

化して処理することとしている。 

このため、県・保健所設置市は搬入方針、運搬手段、運搬経路、緊急時の連絡体制

等について定めるとともに、保管事業者に対する指導を行い、計画的な収集運搬体制

の整備を図る。 

 

ア）大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業への搬入方針 

① 大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業で処理対象となっているＰＣＢ廃棄物のうち、大

部分を占め県全域に広範に保管されている高圧コンデンサを搬入の対象物の

中心とする。 

② 県・保健所設置市は、毎年度、ＰＣＢ廃棄物を均等割合（平成２０年度から

平成２６年度までの７ヵ年、毎年度全処分見込み量の約 1/7）を目途に搬入す

る。 

③ 保管状況が悪く、ＰＣＢを含む油の漏洩が認められるものや、不法投棄物等、

環境に影響を与える恐れのあるものについては、早期に処理できるよう、着

実に搬入を進める。 

④ 多量保管事業者からの搬入と調整しつつ、中小企業や個人など保管の負担が

大きい少量保管事業者からの搬入を確実に進めるものとする。 

⑤ 同じ市町に所在する保管事業者のＰＣＢ廃棄物を効率的に収集し搬入する。 

⑥ 冬期（１２月～３月）の積雪地域からの搬入はできるだけ回避する。 

⑦ 具体的な搬入順序について、日本環境安全事業㈱と調整し、年間搬入計画を

策定する。また、年間搬入計画に基づき月間搬入計画を策定し、月ごとの搬

入対象事業所、搬入目標量を定め、大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業への搬入を行

う。 
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表－５ 大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業において処理対象となる県・保健所設置

市のＰＣＢ廃棄物の種類、数量  

ＰＣＢ廃棄物の種類 数量 

高圧トランス ５０１台

高圧コンデンサ     １７，１０９台

廃ＰＣＢ   ２，９５９ｋｇ

ＰＣＢを含む廃油 ５８，８３９ｋｇ

 

イ）運搬手段 

大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業への運搬経路は、大阪市との受入条件で、地元の此

花区、福島区を除いては、阪神高速道路の使用を義務付けられていることより、

車両（貨物自動車、コンテナ自動車）による運搬とする。  

 

ウ）運搬経路 

大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業への搬入経路は、阪神高速道路に接続でき、効率的

かつ安全に搬入できるルートを採用し、主たる搬入ルートについて別紙のとおり

定める。詳細ルートについては、県、市町、日本環境安全事業㈱及び収集運搬を

行う者が事前に協議することとする。 

  

エ）１回当たりの搬入数量 

大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業では、平成２０年度から平成２６年度までの７年間

で、ＰＣＢ廃棄物を平準化して処理するため、高圧トランス・コンデンサを約２

５台/回（年約１００回）、ＰＣＢ・ＰＣＢを含む廃油を約２トン/回（年約３回）

を目途に搬入する。 

    

オ）緊急時の連絡体制等 

収集運搬時及び処理施設操業時の事故等に備え、府県、市町、警察、消防等の

関係機関及び収集運搬業者、日本環境安全事業㈱等が連携し、迅速かつ適切な対

応が取れるよう、緊急連絡体制を整備する。 

 

カ）保管事業者に対する指導 

県・保健所設置市は、処理計画の策定時に、保管事業者や使用者に処理の必要

性、収集運搬や処理の方法に関する説明を行い、処理に向けての十分な準備期間

を置く。搬入を予定する対象となる保管事業者には、おおむね１月前に、受け取

り日時、搬入にあたっての留意事項等を文書により通知する。 
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キ）その他 

ＰＣＢ廃棄物の処理に緊急を要する場合は、速やかに日本環境安全事業㈱と協

議の上、大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業への搬入を行う。 

また、効率的な収集運搬を図っていくために、県民局・保健所設置市ごとに「Ｐ

ＣＢ廃棄物収集運搬調整会議（仮称）」を開催するなどして、関係者が十分に連

携しながら安全な収集運搬を確保するよう指導、調整する。 

 

（３）ＰＣＢ廃棄物の広域的な処理の体制に関する事項 

① 高圧トランス等、廃ＰＣＢ等の処理 

近畿２府４県・保健所設置市においては、ＰＣＢ廃棄物広域処理事業の推進を図る

ため「近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会ＰＣＢ廃棄物広域処理部会」が設

置されている。県・保健所設置市は、当部会において、関係府県・保健所設置市と相

互に連携して、安全かつ効率的な収集運搬及び処分が計画的に実施できるよう調整す

る。 

  

② ＰＣＢ汚染物等の処理 

ＰＣＢ汚染物等については、現在、広域的な処理体制が検討されているところで

あり、高圧トランス等、廃ＰＣＢ等の処理と同様、広域的な処理体制が確定すれば、

近畿２府４県等と相互に連携して、安全かつ効率的な収集運搬及び処分が計画的に

実施できるよう調整する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 12 -

第４章 ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項 

 

（１）ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な監視、指導その他の措置に

関する事項 

① 保管事業者指導 

ア）適正保管の指導 

県は、特別措置法により保管の届出が義務化される以前に「ポリ塩化ビフエニ

ール（ＰＣＢ）等の取扱いの規制に関する条例」を制定し、ＰＣＢ廃棄物の保管

届を事業者に義務化してきたことから、保管状況を古くから把握している。 

これまでの条例に基づく保管届を活用し、未届けのＰＣＢ廃棄物がないよう保

管事業者に特別措置法第８条に基づく届出を徹底させるとともに、ＰＣＢ廃棄物

の保管状況を立入検査により確認し、保管中の漏洩等がないように必要な措置を

講じるよう指導を行う。 

 

イ）計画的な処理を促進するための事前指導の実施 

ＰＣＢ廃棄物の処理を計画的に進めるため、処理計画の策定時に、大阪ＰＣＢ

廃棄物処理事業の搬入対象となる全ての保管事業者や使用者に処理の必要性、収

集運搬や処理の方法に関する説明会を開催するなどして処理に向けての指導を行

う。 

また、年間搬入計画を作成し、その年に搬入する保管事業者に対し説明会を開

催する。さらに、月間搬入計画を作成し、搬入対象となる保管事業者に対し、お

おむね１月前に、受け取り日時、搬入にあたっての留意事項等を文書により通知

するとともに、立入検査を通じて事前指導を行い、計画的な処理を促進する。 

   

  ② 収集運搬を行う者への指導 

県・保健所設置市は、ＰＣＢ廃棄物の収集運搬を行う者に対し、廃棄物処理法で定

める「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集運搬に係る規定」「ガイドライン」に従い適

正かつ安全に収集運搬が実施されるよう必要に応じて立入検査を実施し、指導を行

う。   

 

    ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集運搬に係る規定 

ア）処理基準 

 (1)（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の）収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬

容器に収納して収集し、又は運搬すること。 

 (2)（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を）収納する運搬容器は、密閉できることそ

の他の環境省令で定める構造を有するものであること。 

  （環境省令） 

    ①密閉できることその他のポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止するために

必要な措置が講じられていること。 

   ②収納しやすいこと。 

   ③損傷しにくいこと 
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イ）許可基準 

(1)施設に係る基準 

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェ

ニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、応急措置設備等及び連絡

設備等が備え付けられた運搬施設を有すること。 

(2)申請者の能力に係る基準 

廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニ

ル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、その業務に直接従事する者

が次に掲げる事項について十分な知識及び技能を有すること。 

① 当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化

ビフェニル処理物の性状に関し特に注意すべき事項 

② 当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化

ビフェニル処理物の性状に応じた取扱い 

③ 事故時における生活環境の保全上の支障を防止するために講ずる応急

の措置 

④ 緊急時における連絡の方法 

 

 

（２）ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な関係地方公共団体との連携

に関する事項 

大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業の円滑な処理を確保するため、近畿２府４県・保健所設

置市により「近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会ＰＣＢ廃棄物広域処理部会」

が設置されている。県は、当部会において、ＰＣＢ廃棄物の搬入の時期、進行管理そ

の他の計画的な搬入のため、相互に十分な協議及び調整を行い、確実かつ適正な処理

を推進する。 

 

（３）ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な県民、事業者及びＰＣＢ製

造者等の理解を深めるための方策に関する事項 

① ＰＣＢ廃棄物の処理に係る情報の収集、整理及び公開 

特別措置法第８条に基づき保管事業者から届け出されたＰＣＢ廃棄物の保管及び

処分の状況に関する情報を整理し、県・保健所設置市担当課の窓口に台帳を備え付け、

県民その他の関係者が自由に閲覧できるようにするとともに、県環境局のホームペー

ジを活用し情報を公開する。 
また、日本環境安全事業㈱の大阪ＰＣＢ廃棄物処理事業では、施設内に設置される

ＰＣＢ廃棄物情報管理センター（仮称）で、①処理施設の稼働状況、②ＰＣＢ廃棄物

の処理実績、③運搬車両の運行管理状況、④モニタリング調査等の情報を総合的に管

理するシステムが設けられ、当該情報は見学者等に公開されるとともに、同社のホー

ムページを通じて発信されることとなっている。県としても、同社の情報を受け、県

環境局のホームページを活用し、年間搬入計画、月間搬入計画を発信するとともに、

処理の進捗状況についても積極的に情報を提供していく。 

 

県環境局のホームページＵＲＬ：http://www.pref.hyogo.jp/ 
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② ＰＣＢ廃棄物の処理の推進に必要な知識の普及等 

ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するためには、県民、保管事業者及び製

造事業者の理解と協力が不可欠であり、ＰＣＢ廃棄物の処理に関する知識の普及及び

意識の向上を図るためのパンフレットを作成するとともに、ＰＣＢ廃棄物の処理に関

する正しい情報をインターネットにより広く提供し、県民の理解を増進することに努

めることとする。 

また、県、県民、保管事業者、製造者及び処理業者等すべての関係者が、ＰＣＢに

よる環境リスクに関する科学的な情報を共有できるよう、県のホームページに必要

な情報を掲載するとともに、市町等、関係機関の窓口に関係資料を備え付ける。 
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第５章 その他重要な事項 

 

（１）使用中のＰＣＢを含む電気機器の転換指導 

ＰＣＢの処理期限までの処理を徹底するため、経済産業省近畿経済産業局及び中部

近畿産業保安監督部近畿支部と連携して、ＰＣＢを含む電気機器を使用する事業者に

対して、ＰＣＢを含まない電気機器への転換するよう指導を行う。 

併せて、（財）関西電気保安協会等関係業界とも連携しＰＣＢ廃棄物の適正処理に

係る情報の周知に努め、ＰＣＢを含む電気機器の早期処理について啓発を行う。 

 

（２）低濃度のＰＣＢに汚染された絶縁油を含むトランス等の処理 

近年、ＰＣＢを使用していないとするトランス等重電機器の一部の機器に微量のＰ

ＣＢに汚染された絶縁油が含まれていることが関係業界の調査により明らかになって

いる。これらのＰＣＢに汚染された恐れのある廃棄物については、現在、環境省が「低

濃度ＰＣＢ汚染物対策検討委員会」を設置し、その原因及び処分方法等について検討

中である。今後も関係情報に注視し、事業者の保管や適正処理の推進に対し、適切な

対応をとって行く。 
 
（３）ＰＣＢの使用された部品を含む家電製品の処理 

一般家庭における家電製品のうち、テレビ、ルームクーラー及び電子レンジについ

ては、昭和４９年以前に製造されたものにＰＣＢを使用した部品が使われている可能

性がある。家電製品の製造者は、家電リサイクル法に基づき廃家電製品のリサイクル

を行う際に、ＰＣＢ使用部品の取り外し、管理を行っていることから、引き続き適正

処理について指導する。 
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注）大阪ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業への運搬経路は、大阪市との受入条件で阪神

高速道路の使用が義務付けられていることから、阪神高速道路に接続できる主たるルー

トを採用することとし、詳細ルートについては、県、市町、日本環境安全事業㈱と収集

運搬を行う者が事前に協議することとする。 
 

収集運搬経路図

別紙 


